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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第３期

第２四半期
連結累計期間

第４期
第２四半期
連結累計期間

第３期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （百万円） 144,563 141,805 295,957

経常利益 （百万円） 25,575 19,587 51,244

四半期（当期）純利益 （百万円） 16,516 12,593 32,692

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 27,754 18,425 47,535

純資産額 （百万円） 599,308 627,267 611,933

総資産額 （百万円） 699,442 740,549 728,442

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 203.68 155.34 403.18

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 203.63 155.27 403.07

自己資本比率 （％） 84.1 83.0 82.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 30,601 15,037 60,233

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △6,719 △5,034 △21,998

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △5,126 △5,150 △9,439

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 125,819 140,740 136,134

 

回次
第３期

第２四半期
連結会計期間

第４期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 112.30 73.21

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

 当第２四半期連結累計期間のＯＴＣ医薬品市場は、例年に比べ花粉飛散の収束時期が遅かったことにより鼻炎治

療剤が堅調でしたが、ほとんどのカテゴリーが消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動などで落ち込んだこと

や、夏場が最需要期のドリンク剤が天候不順の影響により伸び悩んだことなどにより、総体的には低調に推移しま

した。

　医薬事業につきましても、新薬の創出が困難になりつつあるなかで、承認審査の厳格化や医療費適正化諸施策が

浸透しつつあり、厳しい事業環境が続いております。

 

　こうした事業環境の中で、当社グループのセルフメディケーション事業部門は、「健康で美しく老いたい」とい

う生活者のニーズに対応すべく、製品開発面では生活者の健康意識の高まりに対応した新しい領域にも積極的に取

り組み、生活者のニーズを満たす製品の開発を進めています。また、販売面ではマーケティングと営業活動の連動

性を高め、需要を創造する活動を強化するとともに、通信販売等新チャネルの拡充による生活者との直接のコミュ

ニケーションにも注力しています。海外市場におきましては、アジアを中心にＯＴＣ医薬品事業とドリンク剤事業

を積極的に展開しております。

　医薬事業部門でも、情報提供活動を中心とする営業力の強化を図るとともに、自社オリジナル開発物質の継続的

な創出と開発のスピードアップに努めております。

 

　当第２四半期連結累計期間のグループ全体売上高は、1,418億５百万円余（前年同四半期比△27億５千８百万円

余、1.9％減－以下括弧内文言「前年同四半期比」省略）となりました。

 

　セグメント別の売上高は次のとおりであります。

 

セルフメディケーション事業 881億円（△ 34億円　 3.7％減）

内訳   

国内 733億円（△ 37億円　 4.8％減）

海外 135 〃 （＋ 5 〃 　 3.5％増）

その他  13 〃 （△ 2 〃 　10.7％減）

 

医薬事業 537億円（＋ 6億円　 1.1％増）

内訳   

医療用医薬品 524億円（＋ 2億円　 0.4％増）

中間製品等 12 〃 （＋ 3 〃  33.0％増）

工業所有権等使用料収益  2 〃 （＋ 1 〃  85.8％増）

 

　主要製品の売り上げ状況は次のとおりであります。

 

＜セルフメディケーション事業＞

　当第２四半期連結累計期間売上高は、881億円（△34億円、3.7％減）となりました。

　主力ブランドでは、ドリンク剤の「リポビタンシリーズ」は、「リポビタンＤ」が夏場の天候不順の影響などに

より前年を下回り（7.6％減）、シリーズ全体では353億円（6.1％減）となりました。風邪薬「パブロンシリー

ズ」は、鼻炎治療剤が堅調であったものの、主力の総合感冒薬が前年比マイナスとなり、シリーズ全体では99億円

（4.1％減）となりました。発毛剤「リアップシリーズ」は、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動が大き

く、シリーズ全体で67億円（3.7％減）となりました。

　一方、アジアを中心に展開中の海外ＯＴＣ医薬品事業は83億円（6.0％増）となりました。
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＜医薬事業＞

　当第２四半期連結累計期間売上高は、537億円（＋６億円、1.1％増）となりました。

　主な増収品目は、β－ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌薬「ゾシン」125億円（3.1％増）、骨粗鬆症治

療剤「エディロール」76億円（27.1％増）、骨粗鬆症治療剤「ボンビバ」15億円（488.1％増、平成25年８月発

売）でした。また、本年５月発売の２型糖尿病治療薬「ルセフィ」は24億円と順調な滑り出しを見せております。

一方、マクロライド系抗菌薬「クラリス」は55億円（18.6％減）、末梢循環改善薬「パルクス」は35億円（11.0％

減）と、薬価改定の影響もあり前年比マイナスとなりました。

 

　利益面につきましては、売上高の減少により売上総利益が減少したことや、広告宣伝費、販売促進費の増加など

で販売費及び一般管理費が増加したことにより、営業利益は162億３千１百万円余（24.5％減）、経常利益は195億

８千７百万円余（23.4％減）、四半期純利益は125億９千３百万円余（23.8％減）となりました。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ46億円増加し、1,407億円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、150億円（前第２四半期連結累計期間比156億円の減少）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益が203億円となったことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、50億円（前第２四半期連結累計期間比17億円の減少）となりました。これ

は主に、投資有価証券の取得による支出が65億円あったことなどによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、52億円（前第２四半期連結累計期間とほぼ同額）となりました。これは主

に、配当金の支払額が49億円あったことなどによるものです。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、100億６千９百万円余（セルフメディケーション事業

28億９千４百万円余、医薬事業71億７千４百万円余）、対売上高比率は7.1％であります。

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 360,000,000

計 360,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成26年９月30日）

提出日現在
 発行数（株）

（平成26年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 90,139,653 90,139,653
東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

単元株式数は100株であ

ります。

計 90,139,653 90,139,653 ― ―

 （注）提出日現在の発行済株式数には、平成26年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

　　　　発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成26年６月27日

新株予約権の数（個）                     175（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）                               －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）                  17,500（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）

新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与

株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 平成26年８月２日～平成76年８月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   　　           6,937（注）３

資本組入額 　        　   3,469

新株予約権の行使の条件  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項                               －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）５

 （注）１　新株予約権の数

　新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

２　新株予約権の目的となる株式の数

　本議案の決議日（以下、「決議日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の

株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与

株式数を調整するものとする。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

　なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じ

て付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行う

ことができる。
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３　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

　発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と割当日における新株予約権の公正価額

（１株当たり6,936円）を合算しております。なお、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社（以下、

「大正製薬株式会社」という。）の取締役、執行役員及び理事等（以下、「新株予約権者」という。）に割り

当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、割

当日において合意相殺しております。

４　新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、当社又は大正製薬株式会社の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権について

は、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営

業日）、当社の執行役員等又は大正製薬株式会社の執行役員及び理事等の地位に基づき割当を受けた新

株予約権については、当該会社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休

日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

（2）上記（1）にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若

しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に

つき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場

合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、（注）５の組

織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が

交付される場合を除くものとする。

（3）その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ

ろによる。

５　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合

併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計

画において定めることを条件とする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記（注）２に準じて決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場

合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

（8）新株予約権の行使の条件
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　前記（注）４に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得条項

　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償

で取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

　平成26年７月１日～

　平成26年９月30日
－ 90,139,653 － 30,000 － 15,000
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（６）【大株主の状況】

  平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

公益財団法人上原記念生命科学

財団
東京都豊島区高田３－26－３ 12,900 14.31

上原　昭二 東京都新宿区 10,480 11.63

公益財団法人上原美術館 静岡県下田市宇土金字馬場341 3,900 4.33

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 3,000 3.33

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 3,000 3.33

上原　明 東京都中野区 2,143 2.38

住友化学株式会社 東京都中央区新川２－27－１ 2,109 2.34

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂１－３－１ 1,650 1.83

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 1,643 1.82

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（三井住友信託銀

行再信託分・住友化学株式会社

退職給付信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 1,530 1.70

計 － 42,357 46.99

（注）１　当社は平成26年９月30日現在、自己株式9,001千株（9.99％）を保有しておりますが、上記の大株主から除

いております。

２　上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数1,643千株は、信託業務に係る株

式数であります。

３　上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行再信託分・住友化学株式会社退職給付

信託口）の所有株式数1,530千株は、信託業務に係る株式数であります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年９月30日現在
 

区分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式   9,001,100

 

－

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株であり

ます。

完全議決権株式（その他） 普通株式  80,517,500 805,175 同上

単元未満株式 普通株式     621,053 －
１単元（100株）未満の

株式であります。

発行済株式総数 90,139,653 － －

総株主の議決権 － 805,175 －

（注）１　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

２　証券保管振替機構名義の株式は、「完全議決権株式（その他）」欄に500株（議決権５個）及び「単元未満

株式」欄に40株含まれております。

②【自己株式等】

平成26年９月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）      

大正製薬ホール

ディングス株式会

社

東京都豊島区高田

３－24－１
9,001,100 － 9,001,100 9.99

計 － 9,001,100 － 9,001,100 9.99

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 145,320 152,960

受取手形及び売掛金 78,507 77,263

有価証券 14,084 14,041

商品及び製品 17,577 19,022

仕掛品 1,872 2,157

原材料及び貯蔵品 7,671 8,578

繰延税金資産 8,027 7,109

その他 8,424 4,709

貸倒引当金 △439 △477

流動資産合計 281,045 285,365

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 51,359 50,015

機械装置及び運搬具（純額） 9,611 9,267

土地 37,740 37,552

建設仮勘定 783 531

その他（純額） 4,085 4,111

有形固定資産合計 103,580 101,477

無形固定資産   

のれん 22,990 22,073

販売権 7,185 6,560

商標権 16,115 15,228

ソフトウエア 1,854 1,647

その他 631 578

無形固定資産合計 48,777 46,089

投資その他の資産   

投資有価証券 226,982 239,946

関係会社株式 51,778 51,761

関係会社出資金 1,174 －

長期前払費用 858 781

退職給付に係る資産 2,586 6,604

繰延税金資産 7,667 6,816

その他 4,216 1,912

貸倒引当金 △226 △205

投資その他の資産合計 295,037 307,617

固定資産合計 447,396 455,184

資産合計 728,442 740,549
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,859 26,894

未払金 14,783 17,488

未払法人税等 11,517 5,949

未払費用 10,411 9,915

返品調整引当金 518 499

賞与引当金 4,630 4,874

その他 6,330 1,667

流動負債合計 76,050 67,288

固定負債   

役員退職慰労引当金 1,640 1,415

退職給付に係る負債 19,584 20,301

繰延税金負債 14,389 17,318

その他 4,844 6,957

固定負債合計 40,458 45,993

負債合計 116,509 113,282

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,000 30,000

資本剰余金 15,269 15,269

利益剰余金 591,575 601,034

自己株式 △57,548 △57,591

株主資本合計 579,296 588,712

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,639 28,295

為替換算調整勘定 896 △210

退職給付に係る調整累計額 △2,750 △2,328

その他の包括利益累計額合計 20,785 25,756

新株予約権 180 298

少数株主持分 11,670 12,498

純資産合計 611,933 627,267

負債純資産合計 728,442 740,549
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 144,563 141,805

売上原価 53,901 53,108

売上総利益 90,661 88,696

返品調整引当金戻入額 517 515

返品調整引当金繰入額 499 501

差引売上総利益 90,679 88,710

販売費及び一般管理費 ※ 69,170 ※ 72,478

営業利益 21,509 16,231

営業外収益   

受取利息 2,627 2,646

受取配当金 607 677

持分法による投資利益 592 －

その他 406 416

営業外収益合計 4,234 3,739

営業外費用   

支払利息 1 1

持分法による投資損失 － 255

為替差損 96 57

支払手数料 56 48

その他 12 19

営業外費用合計 167 383

経常利益 25,575 19,587

特別利益   

固定資産売却益 48 1,019

投資有価証券売却益 56 －

特別利益合計 105 1,019

特別損失   

固定資産処分損 15 310

関係会社清算損 － 39

特別損失合計 15 350

税金等調整前四半期純利益 25,665 20,256

法人税等 8,483 6,821

少数株主損益調整前四半期純利益 17,182 13,434

少数株主利益 665 841

四半期純利益 16,516 12,593
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 17,182 13,434

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,323 5,468

為替換算調整勘定 4,773 △1,117

退職給付に係る調整額 － 448

持分法適用会社に対する持分相当額 475 191

その他の包括利益合計 10,572 4,990

四半期包括利益 27,754 18,425

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 27,083 17,564

少数株主に係る四半期包括利益 671 860
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 25,665 20,256

減価償却費 5,208 5,608

のれん償却額 665 681

固定資産売却損益（△は益） △48 △1,019

固定資産処分損益（△は益） 15 310

投資有価証券売却損益（△は益） △56 －

関係会社清算損益（△は益） － 39

受取利息及び受取配当金 △3,235 △3,323

支払利息 1 1

持分法による投資損益（△は益） △592 255

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 28

退職給付引当金の増減額（△は減少） △85 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 721

前払年金費用の増減額（△は増加） △8 －

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △4,018

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43 △224

賞与引当金の増減額（△は減少） △97 244

売上債権の増減額（△は増加） 6,937 1,072

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,965 △2,674

仕入債務の増減額（△は減少） △1,472 △897

長期未払金の増減額（△は減少） 86 △27

その他 △2,262 2,374

小計 28,692 19,413

利息及び配当金の受取額 3,384 3,468

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △4,361 △11,800

法人税等の還付額 2,887 3,958

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,601 15,037

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △1,598 △1,221

有価証券の売却及び償還による収入 9,300 5,000

有形固定資産の取得による支出 △5,541 △3,208

有形固定資産の売却による収入 68 1,249

無形固定資産の取得による支出 △175 △183

投資有価証券の取得による支出 △6,000 △6,500

投資有価証券の売却及び償還による収入 141 0

子会社株式の取得による支出 △2,667 －

子会社株式の売却による収入 7 1

長期前払費用の取得による支出 △242 △147

その他 △10 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,719 △5,034
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  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 105 100

短期借入金の返済による支出 △70 △125

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △76 △53

自己株式の取得による支出 △50 △45

配当金の支払額 △4,850 △4,870

少数株主への配当金の支払額 △184 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,126 △5,150

現金及び現金同等物に係る換算差額 946 △247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,702 4,605

現金及び現金同等物の期首残高 106,117 136,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 125,819 ※ 140,740
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法について期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、計算に用いる割引率を、

従業員の平均残存勤務期間に近似した単一年数の債券利回りに基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び

支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率に変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首において、退職給付に係る資産が3,736百万円、退職給付に係る

負債が1,116百万円、利益剰余金が1,733百万円、それぞれ増加しております。また、当第２四半期連結累計期間

の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日

　　至 平成25年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

荷造運搬費 3,918百万円 3,795百万円

広告宣伝費 8,052 9,890

販売促進費 14,433 16,114

給料・賞与 11,666 11,011

賞与引当金繰入額 2,590 2,714

退職給付費用 1,199 1,080

研究開発費 10,676 10,069

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

現金及び預金勘定

有価証券勘定

139,505百万円

10,125

152,960百万円

14,041

　小計

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

償還期間が３ヶ月を超える債券等

149,631

△13,685

△10,125

167,002

△12,219

△14,041

現金及び現金同等物 125,819 140,740
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金
の総額

（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 4,869 60 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金
の総額

（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月31日

取締役会
普通株式 4,057 50 平成25年９月30日 平成25年12月４日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金
の総額

（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 4,868 60 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金
の総額

（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月31日

取締役会
普通株式 4,056 50 平成26年９月30日 平成26年12月４日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
 

セルフメディケ
ーション事業

医薬事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 91,433 53,130 144,563 － 144,563

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 91,433 53,130 144,563 － 144,563

セグメント利益（注２） 19,960 2,151 22,112 △602 21,509

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない当社（純粋持株会社）であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　当第２四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失、のれんの金額の重要な変動及び

重要な負ののれん発生益はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
 

セルフメディケ
ーション事業

医薬事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 88,072 53,732 141,805 － 141,805

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 88,072 53,732 141,805 － 141,805

セグメント利益（注２） 15,302 1,529 16,832 △601 16,231

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない当社（純粋持株会社）であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　当第２四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失、のれんの金額の重要な変動及び

重要な負ののれん発生益はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日

至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 203円68銭 155円34銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 16,516 12,593

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 16,516 12,593

普通株式の期中平均株式数（千株） 81,091 81,071

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 203円63銭 155円27銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 19 34

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前

連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

－

 

 

－

 

 

 

２【その他】

　　平成26年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　（イ）中間配当による配当金の総額………………………………4,056百万円

　　（ロ）１株当たりの金額……………………………………………50円00銭

　　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………………平成26年12月４日

　（注）平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行いま

　　　　す。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年11月12日

大　正　製　薬　ホ　ー　ル　デ　ィ　ン　グ　ス　株　式　会　社

取　締　役　会　御　中

 

あ ら た 監 査 法 人

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 山　田　雅　弘　　㊞

 
     
 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 塩　谷　岳　志　　㊞

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大正製薬ホール
ディングス株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26年
７月１日から平成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係
る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期
連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大正製薬ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成26年９月30
日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正
に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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